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「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂

について 

 

日頃より、当連合会の事業にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記について、令和 3 年 11 月 30 日付で厚生労働省医政局長及び厚生労働

省保険局長の連名により「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべ

きガイドラインの改訂について」（別添通知）が当連合会会長宛に発出されました。 

今般、医療用医薬品の取引環境に大きな変化が生じ、長年の商慣行の改善に向け

た取組の必要性が増していることを踏まえ、流通改善ガイドラインの改訂が行われ

ました。 

つきましては、本改訂内容をご確認の上、貴社内の関係者へご周知いただくとと

もに、流通改善の推進に向けた取組みをお願い申し上げます。 

 








































